
議案第85号

長岡市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について

長岡市職員の高齢者部分休業に関する条例を次のように定める。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第!条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第26!号。以下「法」という。)

第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し、必要な事項を定め

るものとする。

(高齢者部分休業)

第2条高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分

の!を超えない範囲で、5分を単位として行うものとする。

2法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。ただし、医師及び

歯科医師にあっては、60歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、長岡市職員

の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)第IO条の規定にかかわらず、

その勤務しない時間1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びに

これに対する地域手当、給料の特別調整額及び初任給調整手当の月額の合計額

に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で

定める数を減じた数で除して得た額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条高齢者部分休業の承認を受けている職員が1週間の勤務時間の一部に

ついて勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当す

る期間を長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)第

8条第!項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この

場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び長岡市職員の

高齢者部分休業に関する条例(令和4年長岡市条例第号)第4条」と、同条

第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び長岡市職員の高齢者部分休業に関

する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高

齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受け

た1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)



第6条任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の

申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る

休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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議案第86号

.瀦翼翼誤諮…
卿年9月6醐看幾田達伸

長岡市長
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長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)の一部を次の

ように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

附則

総則(第1条)

定年制度(第2条一第5条)

管理監督職勤務上限年齢制(第6条一第li条)

定年前再任用短時間勤務制(第12条)

雑則(第13条)

第1章総則

第1条中「)第28条の2第1項及び第2項並びに第28条の3」を「。以下「法」

という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28

条の5、第28条の6第i項から第3項まで並びに第28条の7」に改める。

第1条の次に次の童名を付する。

第2章定年制度

第3条本文中「60年」を「65年」に改め、同条ただし書中「65年」を「70年」

に改める。

第4条第1項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由がある」

に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員

を当該職務」を「当該職員を当該定年退職日において従事している職務」に、「引

き続いて」を「、引き続き」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書を

加える。

ただし、第9条第i項から第4項までの規定により異動期間(第9条第1項

に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(第9条第

三項又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員で

あって、定年退職日において管理監督職(第6条に規定する職をいう。以下こ

の条及び第3章において同じ。)を占めている職員については、第9条第1項

又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期

限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算

して3年を超えることができない。
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第4条第1項第1号中「その職員」を「当該職員」に改め、「退職により」の

次に「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、「生ずるとき」を「生

ずること」に改め、同項第2号中「その職員」を「当該職員」に、「補充するこ

とができないとき」を「補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずる

こと」に改め、同項第3号中「その業務」を「当該業務」に、「その職員」を「当

該職員」に、「生ずるとき」を「生ずること」に改め、同条第2項本文中「前項

の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を「ある」に改め、「とき

は、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「そ

の期限」を「当該期限」に、「その職員」を「当該職員」に改め、「定年退職日」

の次に「(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理

監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条第3項中「引き続いて」を「引き

続き」に改め、同条第4項中「任命権者は」の次に「、第1項の規定により引き

続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により期限が延長された職員に

ついて」を加え、「第i項の事由が存しなくなった」を「第!項各号に掲げる事

由がなくなった」に、「その期限」を「当該期限」に、「繰り上げて退職させる

ことができる」を「繰り上げるものとする」に改める。

第5条の次に次の3章を加える。

第3章管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第6条法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、長岡市職員の給与に

関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)第13条第i項の規定により特別調整

額を定められる職員の職とする。

(管理監督職勤務上限年齢)

第7条法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年と

する。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第8条任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下こ

の章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第B条、

第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げ

る基準を遵守しなければならない。

(!)当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降

任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第10条において「降

任等」という。)をしょうとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係



る法第!5条の2第i項第5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項にお

いて「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしょうとする職につ

いての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2)人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理

監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限

り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3)当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監

督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を

占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降

任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情

を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をし

た職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より

下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第9条任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員につい

て、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係

る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日

から同日以後における 初の4月1日までの問をいう。以下この章において同

じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退

職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの

期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理

監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができ

 る。

(1)当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該

職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず

公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2)当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職

員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運

営に著しい支障が生ずること。

(3)当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別

の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい

支障が生ずること。

2任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延
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長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項

各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の

末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日があ

る職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日まで

の期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長する

ことができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占

める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることが

できない。

3任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除

き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似す

る複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない

年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督

職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員につ

いて、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準

的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると

認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員

を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職

員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充するこ

とができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占め

る管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内

で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管

理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特

定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定に

より延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について

前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該

異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの

項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含

む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引

き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算し

て1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができ

 る。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)



第10条任命権者は、前条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長す

る場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、

あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第11条任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他

の職への降任等をするものとする。

第4章定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第12条任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員

その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤

務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を

要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当

たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同

じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用

しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占め

る職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を

占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者である

ときは、この限りでない。

第5章雑則

(雑則)

第13条この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則に次の見出し及び3項を加える。

(定年に関する経過措置)

3令和5年4月i日から令和13年3月31日までの問における第3条本文の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」

とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  令和5年4月1日から令和7年3月31日まで6i年

  令和7年4月1日から令和9年3月3!日まで62年

  令和9年4月1日から令和ll年3月31日まで63年
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令和U年4月1日から令和13年3月31日まで 64年

4令和5年4月}日から令和13年3月31日までの間における第3条ただし書の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65

年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  令和5年4月1日から令和7年3月31日まで66年

  令和7年4月1日から令和9年3月31日まで67年

  令和9年4月1日から令和11年3月31日まで68年

  令和H年4月1日から令和13年3月31日まで69年

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

5任命権者は、当分の問、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により

任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに第3条ただし書の医師及び歯

科医師を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年

度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべ

き年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員

でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日

後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべ

き年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職

員」という。)を除く。)にあっては、当該職員が採用された日から同日の属

する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該職員の異動等の日が

属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))におい

て、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及

び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、

同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

附則

(施行期日)

第1条この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条任命権者は、施行日前に改正前の長岡市職員の定年等に関する条例(以

下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとさ

れ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定によ



り延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する

職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例

勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合におい

て、改正後の長岡市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4

条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起

算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期

限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌

日から起算して3年を超えることができない。

2任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月!日、令和9年4月!日、令和

11年4月1日及び令和i3年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基

準階の翌年の3月31日までの間、基準欝における新条例定年(新条例第3条に

規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日

が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)

を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条本文に規定する定年で

ある職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則

で定める職に、基準日から基準濤の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第

1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法

律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定

により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に

係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条

例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、

規則で定める職員)を昇任し、降任し、又は転任することができない。

3新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第i項の規定による勤務につ

いて準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最

初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」とい

う。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する

職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行

日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変

更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場

合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の

勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲
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内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1)施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2)旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項

又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3)25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)で

あって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの問にある

者

(4)25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)で

あって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの問に、旧

地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25

年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第i項又は第28条の6第1項

若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項

若しくは次項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用する

ことをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

2令和14年3月31日までの問、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到

達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務

を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則

で定める情報に基づく選考により、}年を超えない範囲内で任期を定め、当該

常時勤務を要する職に採用することができる。

(1)施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2)施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退

職した者

(3)施行日以後に新条例第!2条の規定により採用された者のうち、令和3年

改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22

条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4)25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)

であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあ

 る者

(5)25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)

であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、

暫定再任用をされたことがある者

3前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範

囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定によ



り採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度

の末日以前でなければならない。

4暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規

定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の

規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における

勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評価その他勤

務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫

定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前

条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する

短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同

種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに

設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更

された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたも

のとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職

務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準

じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の

規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、

当該短時間勤務の職に採用することができる。

2令和14年3月3!日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項

の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の

末日までの問にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合

における新条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新条

例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超

えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
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第5条令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職と

する。

(1)施行日以後に新たに設置された職

(2)施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職

が施行日の前ヨに設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規

定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方

公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

第6条令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合にお

ける令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地

方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1)施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2)施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における

令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条

の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置さ

れていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する

職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときに

おける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者

及び職員)

第7条令和3年改』正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職の

うち、当該職が基準日(附則第3条及び第4条の規定が適用される間における

各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日

に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準

日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1)基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2)基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職

を含む。)

2令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職

に係る新条例定年に達している者とする。



3令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第!項に規定する

職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当

該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第8条任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年

4月!日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日

の翌年の3月31日までの問、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前

日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条

例定年相当年齢が新条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に

限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の

規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢

引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前口までに新条例第12条に規定す

る年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2

項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日

の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務

職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の

職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条の規定により採用すること

ができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条の規

定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」

という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当

年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任

用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定め

る定年前再任用短時間勤務職員)を昇任し、降任し、又は転任することができ

ない。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第9条令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢

60年とする。

(長岡市職員の再任用に関する条例の廃止)

第10条長岡市職員の再任用に関する条例(平成25年長岡市条例第37号)は、廃

止する。
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議案第87号

長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例等の一

部改正について

長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例等の一部を

改正する条例を次のように定める。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例等の

一部を改正する条例

(長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例の一部改

正)

第三条長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例(昭

和26年長岡市告示第71号)の一部を次のように改正する。

第3条中「とする」を「並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本

文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表

の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合におい

て、降格することをいう。)とする」に改める。

第4条第1項各号列記以外の部分中「降任された」を「降任により現に属す

る職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行

することとなった」に、「該当する場合において」を「該当し」に、「認める

とき」を「認める場合」に改める。

第7条第7項中「期間、」の次に「その発令の日に受ける」を加え、同項に

後段として次のように加える。

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域

手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるもの

とする。

附則に次の2項を加える。

5長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)附則第51項

の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の

間、第3条中「とする」とあるのは、「並びに長岡市職員の給与に関する条

例(昭和31年長岡市告示第43号)附則第51項の規定による降給とする」とす

 る。

6第6条第2項の規定は、長岡市職員の給与に関する条例附則第51項の規定

による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用

を受ける職員には、規則に定めるところにより、同項の規定の適用により給

料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第2条長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の

一部を次のように改正する。
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第2条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号

を加える。

(3)長岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定

により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長され

た管理監督職を占める職員

第10条第3号中「(昭和59年長岡市条例第8号)」を削り、同条に次の}号を

加える。

(4)長岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定

により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長され

た管理監督職を占める職員

第11条第2号中「職員」の次に「(以下「育児短時間勤務職員」という。)」を

加える。

第17条の表の第17条第2号の項及び第19条第3項ただし書の項中「再任用短

時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改め、同表第ig条第

4項の項を削る。

第2i条の表の第17条第2号の項及び第19条第3項ただし書の項中「再任屠短

時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改め、同表第ig条第

4項の項を削る。

第22条第2号中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に、「再任用短

時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。

第23条第1項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職

員等」に改める。

附則中第IO項を第!!項とし、第9項を第IO項とし、第8項を第9項とし、第

7項の次に次の1項を加える。

(給与条例附則第51項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する

読替え)

8育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第51項の規定の適用について

は、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第3条長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2

号)の一部を次のように改正する。



第2条第3項中「法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第

1項若しくは第2項」を「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは

第2項」に、「法第28条の5第1項」を「法第22条の4第1項」に、「再任用短

時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項、第12条第i項第

三号並びに第19条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。

(長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第4条長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条

例第33号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6)長岡'市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定

により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長

された管理監督職を占める職員

(長岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第5条長岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年長岡市条

例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条中「法第28条の5第1項」を「法第22条の4第1項」に改める。

附則

(施行期日)

1この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(糸釜3畳才昔置)

2暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)

附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第

6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定

により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22

条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第2条の規定による

改正後の長岡市職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する場合にあっ

ては同条例第17条の表、第21条の表、第22条第2号及び第23条第!号に規定す

る定年前再任用窺時間勤務職員等とみなして、第3条の規定による改正後の長

岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する場合にあっては同
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条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、それぞ

れの条例の規定を適用する。
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議案第88号

長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

 る。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の一部を

次のように改正する。

第2条第4号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であっ

て、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア(ア)中「到達日」という。)」

の次に「(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしょ

うとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規

定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)」を加え、同号イを次の

ように改める。

イ次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア)その養育する子が1歳に到達する日(以下「1歳到達日」という。)

(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該

当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)に

おいて育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場

合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしょうとするもの

(イ)その任期の末羅を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしょうとするもの

第2条第4号ウ及びエを削る。

第2条の3第3号ア及びイの部分以外の部分を次のように改める。

i歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該

当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当す

るときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情が

ある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合)当該子のi歳6箇月

到達日

第2条の3第3号中イをウとし、同号ア中「当該非常勤職員が」の次に「前号

に掲げる場合に該当して」を、「当該配偶者が」の次に「同号に掲げる場合又は



これに相当する場合に該当して」を加え、同号アを同号イとし、「司号アとして次

のように加える。

ア当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当

該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等

育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされ

た臼の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしょうと

する場合

第2条の3第3号に次のように加える。

工当該予について、当該非常勤職員が当該子の三歳到達日(当該非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の

期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場

合
第2条の4各号列記以外の部分中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳

6箇月到達日の翌日(当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条に掲げ

る場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職

に引き続き任用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き

任用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしょうとする場合であ

って、次に掲げる」を「養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる」に、「該当

するとき」を「該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業

をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第

3号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあって

は同号に掲げる場合に該当する場合)」に改め、同条中第2号を第3号とし、第

1号を第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。

(!)当該非常勤職員が当該子の!歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育

児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日
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の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしょうとする場

合

第2条の4に次の1号を加える。

(4)当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第2条の5を削る。

第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同条第8

号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非

常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が」を「ものが、当該任

期を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「当該任期の

末鑓」を「当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日」に、「当

該引き続き採用される日」を「当該採用の日」に改め、同号を同条第7号とする。

第3条の次に次の1条を加える。

(育児休業法弟2条第三項第!号の人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間)

第3条の2育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間は、57日間とする。

第1i条第6号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

附則

(施行期日)

1この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2改正前の第3条第5号及び第H条第6号の規定は、施行日前に育児休業等計

画書を提出した職員に対しては、なおその効力を有する。
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議案第89号

.認灘ヅレ…
卿細6醐磯田達伸

長岡市長
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長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の一部を次のよ

うに改正する。

第6条第4項を次のように改める。

4法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員

に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月

額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の

級に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡

市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定

められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第i項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第6条中第5項を削り、同条第6項中「第4項」を「前項」に改め、同項を同

条第5項とし、同条第7項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同項を同条第6項とする。

第8条第1項及び第3項中「その者」を「当該職員」に改める。

第16条第1項第i号中「以下」の次に「この項、次条及び第17条の2において」

を加え、同項第2号中「以下」の次に「この条及び次条において」を加える。

第17条第1号本文中「その者」を「当該職員」に改め、「以下」の次に「この

号及び次条において」を加え、同号ただし書中「以下」の次に「この号及び第3

号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同条第2号中「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第3号中「そ

の者」を「当該職員」に改める。

第17条の2第1項各号列記以外の部分中「交通機関等」の次に「(この条にお

いて「新幹線鉄道等」という。)」を加え、「以下」を「この条において」に改

め、同項第1号本文中「その者」を「当該職員」に改め、同号ただし書中「以下」

の次に「この号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改める。

第19条第2項及び第3項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員」に改め、同条第4項中「(第2項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。)」を削り、同条第5項中「場合は」を「場合には」に改める。

第24条第2項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第3項中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。



第25条第1項中「この条」を「この項から第3項まで」に、「その者」を「当

該職員」に改め、同条第2項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。

第28条の2の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同条中「第7条」を「第6条の2、第7条」に改め、「第8条」の次に「、

第9条」を加え、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

附則第3項中「規則で定めるもの」を「規則で定める措置」に、「場合にあっ

ては」を「場合には」に改める。

附則に次の8項を加える。

51当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における 初の

4月1臼(附則第53項において「特定臼」という。)以後、当該職員に適用さ

れる給料表の給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該職員の属する職

務の級並びに第6条の2、第8条第2項及び第9条の規定により当該職員の受

ける号給に応じた額にioO分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数

を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこ

れを100円に切り上げるものとする。)とする。

52前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1)臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職

員及び非常勤職員

(2)長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡

市条例第号)による改正前の長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年

長岡市条例第8号)第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師に相当する

職員

(3)長岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により

法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の

規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する

職を占める職員

(4)長岡市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する医師及び歯

科医師

(5)長岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により

勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定

が適用されていた職員を除く。)

53法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当
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該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第55項において「異動日」

という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定

日に附則第51項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において

「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月

額にioO分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上

げるものとする。以下この項において「基礎給料月額]という。)に達しない

こととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、

附則第5!項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特

定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

54前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と

の合計額が第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高

の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中

「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第3項の規定により

当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける

給料月額」とする。

55異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第51項の規定の

適用を受ける職員に限り、附則第53項に規定する職員を除く。)であって、同

項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところによ

り、附則第53項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

56附則第53項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5ま項の

規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給され

る職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受

ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。

57附則第53項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第

5項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第53項、第55

項又は第56項の規定による給料の額との合計額」とする。

58附則第5!項から前項までに定めるもののほか、附則第5i項の規定による給料

月額、附則第53項の規定による給料その他附則第51項から餉項までの規定の施

行に関し必要な事項は、規則で定める。



別表第1職員の区分の欄中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

          定年基準給基準給基準給基準給基準給基準給基準給基準給

          前再料月額料月額料月額料月額料月額料月額料月額料月額

          任用187,70015,200255,20074,600289,700315,100356,800389,900
          短時

          間勤

          務職

          悶貝

別表第2職員の区分の欄中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

       定年基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額

       前再

       任用193,600204,700223,200244,000274,700
       短時

       間勤

       務職

       口貝
別表第3職員の区分の欄中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

          定年基準給基準給基準給基準給基準給基準給基準給基準給

          前再料月額料月額料月額料月額料月額料月額料月額料月額

          任用

          短時241,500253,200257,300288,600305,1003三9,2003岐2,800377,900
          間勤

          務職

          団員

別表第4の医療職給料表(三)の表を次のように改める。
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       職員の職務1級2級3級4級

       区分の級

       号給給料月額給料月額糸合料月額給料月額

       定年前円円円円

       再任用!249,800335,000399,000471,700

       短時間2252,300338,000401,900474,000

       勤務職3254,800340,900404,500476,200

       員以外4257,300343,800407,200478,500

       の職.員5259,500346,500409,800480,700

       6263,300349,7004!2,200482,900

       7267,100352,800414,900485,100

       8270,900355,900417,300487,300

       9274,500358,7004!9,500489,300

       10278,500361,400422,200491,400

       11282,500364,500424,800493,500

       12286,500367,700427,500495,600

       13290,300370,600429,900497,700

       14294,300374,100432,400499,800

       15298,200377,100434,800501,900

       16302,100380,700437,300504,000

       17305,800384,300439,300506,IOO

       18309,400387,000441,700508,100

       19312,900389,500444,000510,IOO

       20316,500392,100446,400512,IOO

       21320,100394,900447,900513,900

       22323,800397,200450,300515,700

       23327,300399,700452,600517,600

       24330,600401,800454,900519,500

       25334,100403,800456,900521,200

       26336,800406,100459,200523,000

       27339,400408,300461,400524,800

       28342,000410,600463,700526,600
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      95485,700

      96486,300

      97486,800

      定年前基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額

      再任用296,200338,600393,000466,000

      短時間

      勤務職

 
     

口貝

別表第5職員の区分の欄中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

       基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額

       定年前再任用短時間勤務職員188,700215,300243,500256,900282,100
別表第6職員の区分の欄中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。

      基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額

      定年前再任用短時間勤務職員235,IOO255,400262,600272,800
附則

(施行期日)

1この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2改正後の附則第5!項から第58項までの規定は、地方公務員法の一部を改正す

る法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条

第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則
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第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項か

ら第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条

第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から

第4項までの規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)

のうち暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第

三項に規定する短時間勤務職員の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤

務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時

間勤務職員であるものとした場合に適用される長岡市職員の給与に関する条

例第6条第!項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げ

る基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該職員の属する職

務の級に応じた額とする。

4地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第llO号)第io条第1項

に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時

間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とす

る」とあるのは、「に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7

年長岡市条例第2号)が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定

により定められた当該職員の勤務時間を同条第!項に規定する勤務時間でそ

れぞれ除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が

定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与

に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員

の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該暫定

再任用短時間勤務職員の属する職務の級に1、落じた額に、長岡市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第3項の規定に

より定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規

定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする。

6暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改

正後の第19条第2項の規定を適用する。

7暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第24

条第3項の規定を適用する。

8改正後の第25条第i項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉

手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項

の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあ



るのは「定年前再任用短時間勤務職員及び長岡市職員の定年等に関する条例等

の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第号)附則第3条第4項に規定

する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第

2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務

職員及び暫定再任用職員」とする。

9長岡市職員の給与に関する条例第6条の2、第7条、第8条、第9条、第13

条の2から第15条まで、第15条の2第3項、第15条の3、第18条の2、第26条

及び第27条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
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議案第90号

長岡市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について

長岡市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定め

 る。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

(長岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第!条長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)の一

部を次のように改正する。

第2条第1項中「同法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6

第1項若しくは第2項の規定により採用された者並びに」を削る。

第4条第1項各号列記以外の部分中「第28条の2第1項」を「第28条の6第

i項」に、「第28条の3第1項」を「第28条の7第i項」に改める。

第5条第1項各号列記以外の部分中「第28条の2第1項」を「第28条の6第

i項」に、「第28条の3第1項」を「第28条の7第i項」に改め、同条第2項

中「(前項」を「(同項」に改める。

第5条の3表以外の部分中「io年」を「15年」に改める。

第7条の4第i項中「以下「休職月等」を「第8条第4項において「休職月

等」に、「額(以下」を「額(以下この項及び第5項において」に改める。

第17条第1項第2号中「した者」の次に「(定年前再任用短時間勤務職員に

対する免職処分の退職となる者を除く。)」を加え、同号を同項第3号とし、

同項第1号の次に次の1号を加える。

(2)当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項

の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する

免職処分」という。)を受けたとき。

第18条第!項各号列記以外の部分中「場合にあっては」を「場合には」に改

め、同項第2号中「した者」の次に「(定年前再任用短時間勤務職員に対する

免職処分の対象となる職員を除く。)」を加え、同号を同項第3号とし、同項

第1号の次に次の1号を加える。

(2〉当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職

員に対する免職処分を受けたとき。

第20条第1項中「。以下この条」を「。以下この項から第6項まで」に、「場

合にあっては」を「場合には」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「場

合にあっては」を「場合には」に改め、同条中第7項を第8項とし、第6項を

第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
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5退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行

為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合におい

て、第18条第!項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月

以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当

該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを

理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給

可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相

当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

附則第2項中「。以下「旧条例」という。」を削る。

附則第3項から第20項までを削る。

附則第21項の前に見出しとして「(経過措置)」を加え、同項中「(第6項

の規定に該当する場合を除く。)」を削り、同項を附則第3項とする。

附則第22項を附則第4項とし、附則第23項から第26項までを削る。

附則第27項中「旧専売公社」を「日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律

第69号)附則第三2条第!項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売

公社」という。)」に、「旧電信電話公社」を「日本電信電話株式会社等に関

する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本

電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)」に改め、同項を附則第5

項とする。

附則第28項中「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

の次に「(昭和59年法律第71号)」を、「通信事業法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律」の次に「(昭和59年法律第87号)」を、「国家公務員等

退職手当法」の次に「(昭和28年法律第i82号)」を加え、同項を附則第6項

とする。

附則第29項中「旧日本国有鉄道」を「日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第

87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256

号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」と

いう。)」に改め、同項を附則第7項とする。

附則第30項を附則第8項とする。

附則第31項中「条例第33号」を「長岡市職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例(昭和48年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)」



に改め、「第5条の3まで」の次に「及び附則第14項から第22項まで」を加え、

「第3i項」を「第9項」に改め、同項を附則第9項とする。

附則第32項中「第5条の2」の次に「及び附則第17項」を加え、同項を附則

第10項とする。

附則第33項中「第5条」の次に「又は附則第15項」を加え、「第31項」を「第

9項」に改め、同項を附則第11項とする。

附則中第34項を第12項とし、第35項を第13項とし、附則に次の9項を加える。

i4当分の問、第4条第1項の規定は、li年以上25年未満の期間勤続した者で

あって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年

の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者

を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における

第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、

「、第5条又は附則第14項」とする。

i5当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、

60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めの

ない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除

く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3

条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、

第5条又は附則第15項」とする。

i6前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基

本額については適用しない。

(!)長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡

市条例第号。以下「改正条例」という。)による改正前の長岡市職員の

定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)第3条ただし書に規定

する医師及び歯科医師

(2)改正条例による改正後の長岡市職員の定年等に関する条例第3条ただ

し書に規定する医師及び歯科医師

(3)給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として規

則で定める職員

葺長岡市職員の給与に関する条例附則第51項の規定による職員の給料月額

の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

i8当分の間、第5条第1項に規定する25年以上勤続し、任命権者があらかじ

め市長と協議して定めた計画に基づき、その者の非違によることなく勧奨を
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受けて退職した者に対する第5条の3及び第7条の3の規定の適用につい

ては、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第16項

各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号及び第2号に掲

げる医師及び歯科医師にあっては65歳とし、同項第3号に掲げる職員にあっ

ては規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第5条の3の表の第5条

第1項の項、第5条の2第!項第!号の項及び第5条の2第1項第2号の項

並びに第7条の3の表の第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2

第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数!年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第!6項各号

に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、「司項第1号及び第2号に掲げる

医師及び歯科医師にあっては65歳とし、同項第3号に掲げる職員にあっては

規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数1年につき」とする。

ig当分の間、第5条第!項に規定する25年以上勤続し、任命権者があらかじ

め市長と協議して定めた計画に基づき、その者の非違によることなく勧奨を

受けて退職した者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定

められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超え

るものに限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第7

条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「6月前」とあるのは「0

月前」とする。

附則第16項各号に掲げる職員以外の者

附則第16項第1号及び第2号に掲げる職員

附則第16項第3号に掲げる職員

60歳

65歳

規則で定める年齢

20当分の間、第5条第1項(25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第

28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は

同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者又は法律の規定に

基づく任期を終えて退職した者に限る。)を除く。)に規定する者に対する

第5条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「15年を」とあるの

は「10年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第5条

の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるの

は同表の右欄に掲げる字句とする。
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2!当分の間、組織若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過

員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職し

た者であって附則第19項の表の左欄に掲げるものが同表の右欄に掲げる年

齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規定

の適用については、第5条の3の表の第5条第1項の項、第5条の2第1項

第三号の項及び第5条の2第三項第2号の項並びに第7条の3の表の第7

条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の2」

とあるのは、「附則第19項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に

掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数にIOO分

の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定

年と退職の臼におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割

合」とする。

22当分の間、組織若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過

員を生ずることにより退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職し

た者であって附則第19項の表の左欄に掲げるものが同表の右欄に掲げる年

齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規

定の適用については、第5条の3の表の第5条第}項の項、第5条の2第1

項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表の第

7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「ioO分の2」

とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た

割合」とする。

(長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年長

岡市条例第25号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「(条例第6号附則第23項の規定の適用を受ける職員について

は、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)」を削る。

附則第4項の表の条例第6号附則第23項の規定の適用を受ける者の項を削

 る。

第3条長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年長

岡市条例第33号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「新条例」を「長岡市職員の退職手当に関する条例」に改め、

「第5条まで」の次に「又は附則第14項若しくは第15項」を、「第5条の3まで」
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の次に「及び附則第!4項から第22項まで」を加える。

附則第4項中「に新条例」を「に長岡市職員の退職手当に関する条例」に、

「は新条例」を「は同条例」に改め、「第5条の2」の次に「及び附則第葺項」

を加える。

附則第5項中「新条例第5条」を「長岡市職員の退職手当に関する条例第5

条又は附則第15項」に改める。

第4条長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年長

岡市条例第36号)の一部を次のように改正する。

附則第!2項中「第31項」をr第9項」に改める。

第5条長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長

岡市条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第2条第i項中「新条例」を「長岡市職員の退職手当に関する条例」に、

「附則第23項及び第31項から第33項まで」を「陽則第9項から第11項まで」に

改める。

附則

(施行期日)

1この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)

附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、

第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第!項から第4項までの規

定により採用された職員をいう。)に対する第1条の規定による改正後の第2

条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあ

るのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則

第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第三項から第4項まで、第6

条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定に

より採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。



議案第9i号

長岡市手数料条例の一部改正について

長岡市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市手数料条例の一部を改正する条例

長岡市手数料条例(平成12年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項第3号中「第85条第5項及び第6項」を「第85条第6項及び第7

項」に、「第87条の3第5項及び第6項」を「第87条の3第6項及び第7項」に

改める。

別表の10の表21の項中「法第85条第5項」を「法第85条第6項」に改め、同表

22の項中「法第85条第6項」を「法第85条第7項」に改め、同表34の項中「法第

87条の3第5項」を「法第87条の3第6項」に改め、同表35の項中「法第87条の

3第6項」を「法第87条の3第7項」に改める。

別表10の4を次のように改める。

三〇の4長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下

この表において「法」という。)に規定する認定申請関係

   区分金額

   1法第5条第!ア新築をし三件につき次の各号に掲げる額

   項から第7項まようとする(1)1戸13,ioO円

   での規定による住宅(2)2戸以上5戸以下24,800円

   長期優良住宅建(3)6戸以上10戸以下37,500円

   築等計画等認定(4)H戸以上25戸以下59,100円

   申請(以下この表(5)26戸以上50戸以下9!,700円

   において「認定申(6)51戸以上100戸以下137,200円

   言青」という。)1こ(7)三〇!戸以上200戸以下229,500円

   対する審査(8)201戸以上300戸以下289,300円

   (9)301戸以上327,800円

   イ新築をし!件につき次の各号に掲げる額

   ようとする(1)!戸!8,400円

   住宅以外((2)2戸以上5戸以下34,600円

   新築時に認(3)6戸以上10戸以下53,700円

   定を受けて(4)H戸以上25戸以下86,100円

   いないもの(5)26戸以上50戸以下134,900円

   に限る。)(6)51戸以上100戸以下203,200円
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   (7)iOl戸以上200戸以下34!,700円

   (8)201戸以上300戸以下431,300円

   (9)301戸以上489,000円

   2法第8条第1ア新築時に!件につき次の各号に掲げる額

   項の規定による認定を受け(1)1戸6,500円

   長期優良住宅建た住宅(2)2戸以上5戸以下12,400円

   築等計画等(法第(3)6戸以上10戸以下18,700円

   5条第1項から(4)il戸以上25戸以下29,500円

   第7項までの規(5)26戸以上50戸以下45,800円

   定の申請により(6)51戸以上100戸以下68,600円

   認定を受けたも(7)iOl戸以上200戸以下l14,700円

   のに限る。)の変(8)201戸以上300戸以下144,600円

   更認定申請(以下(9)301戸以上163,900円

   この表においてイ新築時に1件につき次の各号に掲げる額

   「変更認定申請」認定を受け(1)1戸9,200円

   という。)に対すた住宅以外(2)2戸以上5戸以下17,300円

   る審査(法第9条(3)6戸以上10戸以下26,800円

   第1項又は第3(4)i1戸以上25戸以下43,000円

   項の規定により(5)26戸以上50戸以下67,400円

   譲受人を決定し(6)51戸以上100戸以下IO1,600円

   たときの変更認(7)iOl戸以上200戸以下170,800円

   定申請に対する(8)20!戸以上300戸以下2!5,600円

   審査を除く。)(9)301戸以.ヒ244,500円

   3住宅の質の向ア新築時に1件につき次の各号に掲げる額

   上及び円滑な取認定を受け(1)1戸6,100円

   引環境の整備のた住宅(2)2戸以上5戸以下11,900円

   ための長期優良(3)6戸以上10戸以下18,300円

   住宅の普及の促(4)H戸以上25戸以下29,100円

   進に関する法律(5)26戸以上50戸以下45,400円

   等の一部を改正(6)51戸以上100戸以下68,200円

   する法律(令和3(7)iOl戸以、ヒ200戸以下114,300円
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   年法律第48号)附(8)201戸以上300戸以下144,200円

   則第2条第2項(9)301戸以上163,400円

   の規定による長イ新築時に1件につき次の各号に掲げる額

   期優良住宅建築認定を受け(1)!戸8,700円

   等計画等の変更た住宅以外(2)2戸以上5戸以下16,800円

   の認定の申請に(3)6戸以上10戸以下26,400円

   対する審査(譲受(4)H戸以上25戸以下42,600円

   人を決定した場(5)26戸以上50戸以下67,000円

   合の申請に係る(6)51戸以上100戸以下10L100円

   ものを除く。)(7)iO1戸以上200戸以下170,400円

   (8)201戸以上300戸以下215,200円

   (9)301戸以上244,000円

   4法第9条第1項又は第3項の2,400円

   規定により譲受人を決定したと

   きの変更認定申請に対する審査

   5法第IO条の規定による認定計2,400円

   画実施者が有していた計画の認

   定に基づく地位の承継の承認申

   請に対する審査

   6法第6条第2項の規定により、1、2又は3に掲げる区分に応じた金額のほ

   建築基準法第6条第1項に規定か、確認申請書1件につき別表の9の表に掲げ

   する建築基準関係規定に適合する金額を加算した額

   るかどうかの審査を受けるよう

   申し出た場合の認定申請に対す

   る審査(法第8条第2項の規定に

   より準用する場合を含む。)

   7法第18条第1項の規定に基づ160,000円

   く容積率の特例の許可の申請に

   対する審査



附則

この条例は、令和4年10月1日から施行する。
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議案第92号

長岡市市民野外活動施設条例の一部改正について

長岡市市民野外活動施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市市民野外活動施設条例の一部を改正する条例

長岡市市民野外活動施設条例(昭和62年長岡市条例第23号)の一部を次のよう

に改正する。

第2条の表長岡市ニュータウンいこいの広場の項を削る。

第3条中「、長岡市ニュータウンいこいの広場(以下「ニュータウンいこいの

広場」という。)」を削り、同条の表ニュータウンいこいの広場の項を削る。

第6条中「、ニュータウンいこいの広場(全天候型テニスコートに限る。)にあ

っては別表第1」を削り、「別表第2」をr別表第!」に、「別表第3」を「別表

第2」に、「別表第4」を「別表第3」に、「別表第5」を「別表第4」に、「別表

第6」を「別表第5」に、「別表第7」を「別表第6」に、「別表第8」を「別表

第7」に改める。

第12条第1項中「、ニュータウンいこいの広場」を削る。

第14条第4項中「、ニュータウンいこいの広場にあっては別表第!」を削り、

「別表第2」を「別表第1」に、「別表第3」を「別表第2」に、「別表第5」を

「別表第4」に、「別表第8」を「別表第7」に改める。

別表第!を削り、別表第2を別表第三とし、別表第3から別表第8までを!表

ずつ繰り上げる。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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議案第93号

長岡布欄場条瞬止について
酬騨 止す   る。

卿細6醐磯田達伸
長岡市長



長岡市市民釣場条例を廃止する条例

長岡市市民釣場条例(昭和60年長岡市条例第26号)

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

は、廃止する。
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議案第94号

長肺立地適正化計画定齪進条例の一音蜘こつレ、て

長賄地適正化計醍住促進条例の一音鰍正する条例を次のように定める.

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市立地適正化計画定住促進条例の一部を改正する条例

長岡市立地適正化計画定住促進条例(平成30年長岡市条例第6号)の一部を次

のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(7)地域長岡市支所設置条例(平成17年長岡市条例第2号)第2条の表に定

める各支所ごとの所管区域である区域及び本市の区域であってこれらの所管

区域のいずれにも属さない区域のそれぞれの区域をいう。

第4条第!項第i号中「平成30年4月!日から平成35年!月1日までの期間(以

下「対象期間」という。)において購入等をされた別表第2に定める区域に所在す

る」を「まちなか居住区域において購入等をされた」に改め、同号イを次のよう

に改める。

イ購入者等が、当該購入等をした日前1年以上にわたって市外に住所を有

していたこと、又は各地域内のまちなか居住区域外の区域から同一の地域

内のまちなか居住区域内の区域に転居した者(当該各地域内のまちなか居

住区域外の区域に1年以上にわたって住所を有していた者に限る。)である

こと。

第4条第1項第2号中「対象期間において購入等をされた別表第2に定める区

域に所在する」を「まちなか居住区域において購入等をされた」に改め、同項第

3号中「対象期間において購入等をされたまちなか居住区域に所在する」を「ま

ちなか居住区域において購入等をされた」に改め、同号ウを次のように改める。

ウ新居住者が、当該購入等をした日前1年以上にわたって市外に住所を有

していたこと、又は各地域内のまちなか居住区域外の区域から同一の地域

内のまちなか居住区域内の区域に転居した者(当該各地域内のまちなか居

住区域外の区域に1年以上にわたって住所を有していた者に限る。)である

こと。

第6条中「別表第3」を「別表第2」に改める。

別表第1四郎丸の項中「土合5」を「土合5土合町の一部」に改め、同表豊

田の項中「花園南2」を「花園南2旭岡2」に改め、同表新町の項中「城岡1

の一部」を「城岡iの一部城岡2の一部」に改め、同表中

「

宮内 宮内1宮内2宮内3宮内4宮内5宮内6宮内7

宮内8の一部宮内町の一部沢田1沢田2沢田3の一

53



54

部笹崎}笹崎2笹崎3東宮内町曲新町1曲新町

2曲新町3曲新町の一部摂田屋1の一部摂田屋2

摂田屋3摂田屋4摂田屋5摂田屋町の一部定明町の

一部豊詰町の一部宮栄!の一部宮栄2官栄3要町

1の一部要町2の一部三和2三和3三和町西宮内

1の一部西宮内2の一部左近1左近2左近3左近

町の一部今井1今井2今井3の一部平島2平島3

の一部水梨町の一部青島町の一部上前島町の一部

 を
「

」

宮内

十日町

宮内1宮内2宮内3宮内4宮内5宮内6宮内7

宮内8の一部宮内町の一・部沢田1沢田2沢田3の一

部笹崎1笹崎2笹崎3東宮内町曲新町1曲新町

2曲新町3曲新町の一部摂田屋1の一部摂田屋2

摂田屋3摂田屋4摂田屋5摂田屋町の一部定明町の

一部豊詰町の一部宮栄1の一部宮栄2宮栄3要町

1の一部要町2の一部三和2三和3三和町西宮内

!の一部西宮内2の一部左近三左近2左近3左近

町の一部今井1今井2今井3の一部平島2平島3

の一部水梨町の一部上前島町の一部上前島!の一部

上前島2上前島3

高島町の一部

」

に改め、同表山通の項中「大町の一部」を「大町の一部鉢伏町の一部」に、「東

大町」を「東大町の一部」に改め、同表日越の項中「堺町の一部」を削る。

別表第2を削り、別表第3を別表第2とする。

附則

(施行期日)

1この条例は、令和5年1月2ヨ(以下「施行日」という。)から施行する。

(糸蚤過言昔置)

2改正後の長岡市立地適正化計画定住促進条例の規定は、施行日以後の購入等



に係る住宅等について適用し、施行日前の購入等に係る住宅等については、な

お従前の例による。
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議案第95号

長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について

長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38

号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改め、「占める職員」

の次に「(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」を加える。

第19条の見出しを「(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)」に

改め、同条第1項中「第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6

第!項若しくは第2項」を「第22条の4第!項又は第22条の5第!項若しくは第

2項」に改める。

附則

(施行期日)

1この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)

附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1

項若しくは第2項又は第7条第!項から第4項までの規定により採用された

職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規

定する短時間勤務の職を占めるものは、改正後の長岡市企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第1条に規定する定年前再

任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

3新条例第5条、第5条の3、第13条及び第!7条の規定は、暫定再任用職員に

は適用しない。
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議案第96号

市道路線の認定について

市道路線を次のとおり認定する・

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸



認

定 調 書

     起点幅員(m)

     路線名終点重要な経過地延長(m)摘要
     川崎三丁目2401番1地先6.0～13.1図1アーイ

     1000号線川崎三丁目2378番24地先260.2

     西津町字本田2305番9地先6.0-13.2図2アーイ
     深才303号線西津阿字本田2305番20地先138.9
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議案第97号

決算の認定について

令和3年度長岡市一般会計決算及び特別会計決算を市議会の認定に付する。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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議案第98号

剰余金の処分及び決算の認定について

令和3年度長岡市下水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書のとお

り処分し、令和3年度下水道事業会計決算を市議会の認定に付する。

令和4年9月6日提出

長岡市長磯田達伸
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議案第99号

剰余金の処分及び決算の認定について

令和3年度長岡市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書のとおり

処分し、令和3年度水道事業会計決算を市議会の認定に付する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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議案第100号

剰余金の処分及び決算の認定について

令和3年度長岡市簡易水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書のと

おり処分し、令和3年度簡易水道事業会計決算を市議会の認定に付する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第9号

長岡地域土地開発公社の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、長岡

地域土地開発公社の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第10号

公立大学法人長岡造形大学の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公立

大学法人長岡造形大学の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第U号

公益財団法人長岡市米百俵財団の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市米百俵財団の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第12号

一般財団法人長岡産業交流会館の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般

財団法人長岡産業交流会館の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第13号

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンターの経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンターの経営状況説明書を別紙のとおり提

出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第14号

公益財団法人長岡市国際交流協会の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市国際交流協会の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第15号

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市芸術文化振興財団の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第16号

公益財団法人長岡市スポーツ協会の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人長岡市スポーツ協会の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第17号

公益財団法人山の暮らし再生機構の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益

財団法人山の暮らし再生機構の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第18号

株式会社山古志観光開発公社の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、株式

会社山古志観光開発公社の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第19号

株式会社えちご川口農業振興公社の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、株式

会社えちご川口農業振興公社の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第20号

一般財団法人長岡花火財団の経営状況について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般

財団法人長岡花火財団の経営状況説明書を別紙のとおり提出する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第2ま号

継続費精算報告について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第2項の規定に基づき、令

和3年度長岡市一般会計継続費精算報告書を別紙のとおり報告する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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令和3年度長岡市一般

         全体計画

         款項事業名年度左の財源内訳
         年割額特定財源

         国・県支出金地方債その他般財源

         令和2年度円37,000,000円隅27,700,000円円9,300,000

         10教育費保健7体育費陸.ヒ競技場再公認等整備事業令和3年度148,000,0001!!,000,00037,000,000

         計185,000,〔)00138,700,0(〕046,3(〕0,0〔)0
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会計継続費精算報告書

          実績比較

          左の財源内訳左の財源内訳

          支出済額特定財源年割額と支出済額の差特定財源          国・県支出金地方債その他般財源國・県支出金地ノゴ債その他般財源

          円34,315,050円円34,300,000円円i5,050円2,684,950円円△6,600,000円胃9,284,950

          133,404,150133,404,15014,595,8501!1,000,000△96,404,150

          167,719,20(〕34,300,00〔)133,4ig,20017,280,800104,400,〔)00△87,1!9,200
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報告第22号

継続費精算報告について

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第2項の規定に基

づき、令和3年度長岡市下水道事業会計継続費精算報告書を別紙のとおり報告す

 る。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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令和3年度長岡市下水道事業

         全体計爾

         左の財源内訳

         款項事業名年度年割額特定財源損益勘定留保資金
         国・県支出金企業債その他

         令和2年度円377,〔)00,000円207,000,0〔)0円170,000,000円円

         資本的1支出建設1改良費長岡中央浄化センター自家発電設備更新事業令和3年度計5'18,000,000925,000,0〔)0300,500,000507,500,00〔)2・17,500,000417,500,000
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会計継続費精算報告書

          実績比較

          左の財源内訳左の財源内訳

          支払義務発生額特定財源損益勘定留保資金年割額と支払義務発生額の差特定財源損益勘定留保資金
          国・県支出金企業債その他国・県支出金企業債その他

          円373,050,000円2(〕5,025,00(〕円168,000,000円円25,000円3,95(〕,000円1,975,000円2,000,〔)00円円△25,000

          393,559,800766,609,800215,983,000421,0(〕8,000177,500,000345,500,00076,800!0},800154,440,200158,390,2008/1,517,00086,492,〔)0070,000,00072,000,0〔)0△76,800△10!,800
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報告第23号

継続費精算報告について

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第2項の規定に基

づき、令和3年度長岡市水道事業会計継続費精算報告書を別紙のとおり報告する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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令和3年度長岡市水道事業

         全体計爾

         左の財源内訳

         款項事業名年度年割額特定財源損益勘定留保資金
         国・県支山金企業債その他

         令和2年度円219,0〔)0,000円円120,000,000円円99,〔)00,000

         資本的1支出建設1改良費妙見浄水場2系ろ過池機械設備更新事業令和3年度計167,000,000386,00〔),00〔)92,000,000212,000,00075,000,000174,000,0〔)0

         資本的1支出建設1改良費妙見浄水場送水ポンプ電気設備更新事業令和2年度令和3年度160,000,0〔)0115,0〔)0,00088,000,(〕0064,000,00072,000,0(〕051,000,000
         計275,000,000152,000,000123,(〕()0,〔)00

         令和2年度60,000,00060,000,000

         資本的1支出建設1改良費寺泊浄水場沈でん池機械設備更新事業令和3年度27,000,00027,〔)00,(〕00

         計87,000,00087,000,000
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会計継続費精算報告書

          実績比較

          左の財源内訳左の財源内訳

          支払義務発生額特定財源損益勘定留保資金年割額と支払義務発生額の差特定財源損益勘定留保資金
          国・県支出金企業債その他国・県支出金企業債その他

          円149,237,000円円100,000,000円円49,237,000円69,763,000円円2〔),000,000円円49,763,000

          98,263,000247,500,000100,000,0〔)098,263,000147,500,00068,737,000138,5〔)0,00092,000,000112,000,00(〕△23,263,00026,500,〔)00

          127,226,00098,688,70085,000,0(〕042,226,00098,688,70032,774,〔)(}016,311,3003,00(〕,00〔)64,000,00029,774,(〕00△47,688,700
          225,914,70085,(〕00,〔)00140,914,70049,(}85,3()067,0〔)0,000△17,914,700

          40,634,0004(〕,634,00019,366,00019,366,000

          23,208,90023,2(}8,9003,791,1003,79i,100

          63,842,90063,842,90023.157,10023、157,100
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報告第24号

令和3年度教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価の報告につい

て

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第

1項の規定に基づき、令和3年度教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評

価について別紙のとおり報告する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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報告第25号

令和3年度公立大学法人長岡造形大学の業務の実績に関する評価の報告に

ついて

地方独立行政法人法(平成15年法律第i18号)第78条の2第6項の規定に基づき、

令和3年度公立大学法人長岡造形大学の業務の実績に関する評価について別紙の

とおり報告する。

令和4年9月6日提出

長岡市長 磯田達伸
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